
 

 

 

 

 

令和７年度 

【随時】川辺町職員採用試験案内 

一般行政職（福祉関係） 

 

 

 

～専門試験や教養試験はありません～ 

～公務員試験対策は不要です～ 

 

 

 

 

 
受付期間 ： 令和 7 年 12 月 15 日(月) ～ 令和 8 年 2 月 13 日(金) 

 

試 験 日 ： 随 時 

 

   ※受付期間は上記を原則としますが、選考試験は応募者と調整のうえ随時、実施し 

ます。そのため、採用者が必要人数に達し次第募集を締め切る場合があります。 

 

川辺町は、職員人材育成基本方針を策定し、 

   「住民から信頼され、自ら考え行動できる職員」を目指しています。 
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1 募集職種、採用予定人数及び受験資格 

 

職 種 人数 受   験   資   格 

一般行政職 

（福祉関係） 
１名 

以下のすべての要件を満たす人。 

【年齢要件】 

 昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

【学歴要件】 

 学校教育法に基づく短期大学（これと同等以上の学歴を含む。）

を卒業または令和 8 年 3 月までに卒業する見込みの人 

【資格要件】 

 以下の いずれか の資格を有する人または令和 8 年 3 月までに

以下の いずれか の資格を取得する見込みの人 

 ・社会福祉士 

 ・精神保健福祉士 

 ・こども家庭ソーシャルワーカー 

※職務経験は問いませんが、役場において福祉関係の業務に従事していただきます。業務の一

例としては以下のとおりです。 

・高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者等への相談支援業務 

  ・関係機関や地域住民との連携・調整 

  ・福祉サービスの申請受付、訪問調査、支援計画の作成 

  ・虐待・DV等に関するケース対応および関係部署との連携 

  ・地域福祉推進に関する企画・運営・啓発活動 など 

 

「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必

要とする」という公務員の基本原則に基づき、日本国籍を有しない者は、任用される職務や昇

任について一部制限されることがあります。 

 

次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの人 

(2) 川辺町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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2 受験手続 

 

(1) 試験申込書等の交付 

試験申込書等は役場 総務課 でお渡しするほか、川辺町ホームページよりダウンロード（両

面印刷）することも可能です。試験申込書等の郵送を希望される場合は、返信用封筒（A4 書

籍用）に宛先を明記し、返信用切手 180 円を貼り、同封のうえ『職員採用試験案内・申込書

請求』と朱書きし、下記宛てに請求してください。 

(2) 試験申込書等の請求先及び問い合わせ先 

〒509-0393  岐阜県加茂郡川辺町中川辺 1518 番地 4      

川辺町役場 総務課 職員採用担当 奥村(平日(月曜日から金曜日)8:30～17:15） 

電話 0574-53-2511 内線(213) 

(3) 申込書受付期間 

令和 7 年 12 月 15 日(月) から令和 8 年 2 月 13 日(金)まで（土・日曜日・祝日を除きま

す。） 

＊受付期間は上記を原則としますが、選考試験は応募者と調整のうえ随時、実施します。 

そのため、採用者が必要人数に達し次第募集を締め切る場合があります。 

    ＊持参される場合は、平日（月曜日から金曜日）にお越しください。 

○ 受付時間 8:30 ～ 17:15 

○ 郵送、持参とも 2 月 13 日（金）必着 

 (4) 申込受付方法 

    記載例に従い、申込書及びエントリーシートに必要事項を自書にて記入し、持参若しく

は郵送にて提出してください。（提出時に申込書の記載事項等について、確認させてい

ただくことがあります。） 

＊持参の場合は、ご家族の方の持参でも結構です。 

＊申込書に必ず写真を貼って提出してください。 

＊提出された申込書等は返却しません。 

  (5) 申込書の受付場所  

川辺町役場2階 総務課 職員採用担当 

  (6) 受験票の送付 

    申込者には申込書の受付から 1 週間以内に受験票を発送します。受験票が到着せず、職員

採用担当からの連絡もない場合は、必ず川辺町役場 総務課にお問い合わせください。 

  (7) その他 

    受験資格の有無、申込書記載事項等の真否について確認させていただくことがあります。

記載内容に虚偽又は不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。 
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3 試験内容 

 

（1）試験日   選考試験は応募者と日程調整のうえ随時、実施します。 

 

（2）試験場所  川辺町役場（川辺町中川辺1518番地4） 

 

（3）試験内容 

区 分 等 内   容 

事務能力検査 

（事務能力） 

事務をこなすために必要な能力を測る検査で、計算や文章の

間違いを探すなどの簡単な検査を行います( 50 分 )  

※公務員試験対策不要の試験です。 

性格適性検査 

（ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ） 

人との接し方や仕事への取組み方など、性格の特徴を確認す

る検査です( 35 分 ) 

※性格適性検査は、合否に直接影響するものではありません 

作文試験 
出題テーマに対する理解力と自分の考えを客観的に表現する

力をみるもの（ 60 分 ） 

面接試験 
人柄、対人関係能力、課題に取り組む意欲などをみるもの 

（ 1 人 40 分程度 ） 

 

【注意】・会場内は禁煙です。（指定場所で喫煙可） 

・天災その他による試験実施の有無については、川辺町役場に直接お問い合わせくださ 

い。 

    ・該当するすべての試験を受けてください。 

        ・事前に書類選考を実施させていただく場合がございますので、あらかじめご了承くだ 

さい。エントリーシートは必ず全ての項目について記入してください。 
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4 合格者の決定 

 

(1) 合格者は、原則として 令和8年4月1日付けの採用となります。 

(2) 合格者であっても、受験資格に定める日までに必要な学校を卒業又は必要な資格等を 

取得していないと原則採用されません。 

 

 

5 給与等 

 

(1) 給与：川辺町職員の給与に関する条例の規定に基づき支給されます。 

一般行政職       大学卒業者 (初任給)    ・・・・・・・ 232,000円 

          短大卒業者（初任給）    ・・・・・・・ 216,500円 

＊記載する初任給は新卒の場合の標準的な例であり、社会人経験等の経歴若しく

は最終学歴によって加算されます。 

＊記載する初任給は令和7年12月時点のものです。 

 

(2) 各種手当：扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等が川辺 

町の条例等の規定に基づき支給されます。 

 

 

 

 

【 お問い合わせ先 】 

  〒509-0393  岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4 

    川辺町役場 総務課 職員採用担当 奥村 

    TEL：0574-53-2511 内線(213) 

    FAX：0574-53-2374 

E-mail(総務課)：soumu@kawabe-gifu.jp  

      川辺町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：https://www.kawabe-gifu.jp/ 


